
12平成30年10月号

玉村町住民活動サポートセンターからのお知らせ

人権ってなんだろう

企画課
☎６４－７７１１

　玉村町には、全国で唯一の公的食肉技能開発校である全国食肉学校があります。肉の技術や知識を深めるた
め、食肉学校には全国各地から学生が集まります。その食肉学校で一般の皆さん向けに、肉についての体験会
を下記のとおり開催します。先着で受け付けますので、お早めにお申し込みください。

　人権とは、私たちが幸せに生きるための権利で、
人種や民族、性別を超えて万人に共通した一人ひと
りに備わった権利です。

　人権は、西欧社会の近代化の中ではぐくまれた考
え方です。特に第二次世界大戦の反省から、人権の
重要性は国際的に高まっていきました。１９４８
（昭和23）年12月10日、国際連合（国連）は世界人
権宣言を採択しました。この宣言は、すべての人間
が人間として尊重され、自由であり、平等であり、
差別されてはならないことを定めており、国際社会
の基本的ルールの大きな柱となっています。この宣
言を実現するために拘束力を持つ条約として定めら
れたのが「国際人権規約」で、社会権などのA規約
と自由権などのB規約の２種類があります。

　日本国憲法でも人権に関して世界人権宣言とほと

んど同じ内容を定めています。人権は、私たちの日
常生活のいちばん基本のルールといえるでしょう。

　しかし、ともすれば私たちは「人権はややこしい、
むずかしいもの」と思っているのではないでしょう
か。そのため、私たちの日常生活では、まだまだ定
着していないようです。

　私たちの日常生活の場面は、家庭・地域、職場・
学校などがあり、それぞれの場面に応じた判断の基
準があります。その基準の中で、最優先される基本
のルールとして、誰もが人権の考え方を尊重するよ
うになれば、人権が私たちの日常生活の中に「文
化」として定着し、豊かで暮らしやすい社会が実現
するのではないでしょうか。

「公益財団法人  人権教育啓発推進センターホームページより」

日時　11月29日（木）午前９時～午後１時
場所　全国食肉学校（樋越１７９４番地）
内容　◯ウィンナー作り体験
　　　◯学校の説明と施設見学
　　　◯肉の勉強　　◯試食
参加費　１，０００円（材料費）
定員　先着20人
申込方法　玉村町住民活動サポートセンター「ぱ
　る」へ電話またはＦＡＸでお申し込みください。
　※10月22日（月）から申込受付開始
主催・問い合わせ　
　玉村町住民活動サポートセンター「ぱる」　
　☎/　  ６５－７１５５




